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国
民
年
金

【所得基準】
128万円+｛扶養親族等×38万円｝＋社会保険料控除等

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
の
国
民
み
ん
な
が
加
入
す
る

大
切
な
制
度
で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
国
民
年
金
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
年
４
回
に
分
け
て
、

し
く
み
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付

特
例
制
度
の
ご
案
内
と
申
請
に
つ
い
て

年
金
手
帳
か
ら

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
へ

替
わ
り
ま
す

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の

任
意
加
入
制
度

申請・相談・問い合わせ
住民課 町民生活グループ　☎26‒7871

（総合ケアセンターゆくり内）

日本年金機構苫小牧年金事務所　☎0144‒36‒6135

KOKUMIN NENKIN

令和３年度の国民年金保険料
月額16,610円 

納付は口座振替が便利です。
また、前納すると割引があり、お得です。
納付が難しい方は、免除申請ができます。

すでに保険料が猶予されている方の
国民年金保険料学生納付特例について

こ
れ
ま
で
20
歳
到
達
等
で
初
め
て
年
金

制
度
へ
加
入
す
る
方
や
再
交
付
の
申
請
を
し

た
方
等
に
対
し
て
年
金
手
帳
を
交
付
し
て
い

ま
し
た
が
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
は
、

初
め
て
年
金
制
度
へ
加
入
す
る
方
（
20
歳
に

到
達
し
た
方
、
20
歳
前
に
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
と
な
っ
た
方
等
）
に
対
し
、
年
金

手
帳
に
替
わ
り
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
交

付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
す
で
に
年
金
手
帳
を
交
付
さ

れ
て
い
る
方
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

の
交
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
お
手
元
に
あ
る
年
金
手
帳
は
、

４
月
１
日
以
降
も
「
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
と
し
て
、

引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

な
お
、
年
金
手
帳
を
紛
失
等
し
た
方
で

再
交
付
を
希
望
す
る
方
に
対
し
て
も
、
４
月

１
日
以
降
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
交
付

し
ま
す
。
こ
の
日
以
前
に
年
金
手
帳
の
再
交

付
申
請
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
交
付
日
が
４
月
１
日
以
降
と
な
る
場

合
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
交
付
と
な
り

ま
す
。

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で
あ
れ
ば
学

生
も
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得

が
少
な
い
た
め
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
、
学
校
教
育
法
に
規

定
す
る
大
学
（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ

び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る

課
程
）
に
在
学
す
る
学
生
等
で
、
本
人
の
前

年
所
得
が
次
の
計
算
式
で
計
算
し
た
金
額
以

下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

申
請
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
在
学
し

て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
書
類
（
学
生
証

の
コ
ピ
ー
ま
た
は
在
学
期
間
が
分
か
る
在
学

証
明
書
原
本
）
と
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
の
分
か
る
書
類
を
お
持
ち
に
な
っ
て
、

役
場
住
民
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ
（
総
合
ケ

ア
セ
ン
タ
ー
ゆ
く
り
内
）
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
４
月
か

ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
が
、
承
認
を
受
け
た

次
の
年
度
も
在
学
予
定
で
あ
る
場
合
は
、
４

月
初
め
に
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納
付
特
例
申

請
書
が
届
き
ま
す
。

引
き
続
き
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の
申

請
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

学生納付特例制度により、令和３年度に保険料納付を猶予されて
いる方で、令和４年度も引き続き在学予定の方へ、４月初旬に基礎年
金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入

して返送いただくと、令和４年度の申請ができます。この場合、在学
証明書または学生証の写しの添付は不要です。
なお、令和４年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付

をご希望の場合は、納付書を作成して送付します。苫小牧年金事務所
までお問い合わせください。

老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ

る
年
金
）
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で

の
40
年
間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
、
満
額

の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に

よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年
間
に

満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る

ま
で
の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
満
額
に
近

づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
国
民
年
金
の

任
意
加
入
は
、
お
申
し
出
の
日
か
ら
と
な
り

ま
す
。）

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
は
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や
保
険
料

の
免
除
期
間
等
が
原
則
と
し
て
10
年
以
上
必

要
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍
を

持
つ
方
も
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
役
場
住
民
課
町
民
生
活
グ
ル
ー

プ
（
総
合
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
ゆ
く
り
内
）
ま
た

は
苫
小
牧
年
金
事
務
所
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。




